
総合政策室　電話（0868）54－2983お問い合せ先

　マイナンバーカードをお持ちの方は「マイキー
ID」を設定し、一定の手続きが完了すると令和2年
9月から「マイナポイント」をご利用いただけます。

・マイキーIDとは……
　　マイナンバーカードのICチップの空き領域を
活用して作成するマイナンバーとは別のIDです。
　　氏名や住所などの個人情報等を取り扱うこと
はありません。

・マイナポイントとは……
　　民間キャッシュレス決済手段（○○ペイ等）に
一定額を前払いなどされた方に対して国費で付
与するポイントのことで、このポイントを取得する
ためにはマイナンバーカードを取得し、マイキー
IDの設定が必要です。

総合政策室・各振興センターにおいてマイキーID
の設定とマイナポイント申し込みの支援をさせて
いただきます。マイナンバーカードの受け取りや
他の用務などで来庁された際には、お気軽にお立
ち寄りください。設定所要時間は10分程度です。
（キャッシュレス決済サービスの種類により異なります。）

■設定支援場所
鏡野町役場 2階 総合政策室、各振興センター

■支援期間及び時間
　・土日祝日を除く当分の間
　・午前8時30分から午後5時15分

■必要なもの
①マイナンバーカード
②マイナンバーカード交付時に設定された利用者証明用パスワード（4桁の数字）
③マイナポイントを申込可能な決済サービスのアプリ等

※キャッシュレス決済サービスはあらかじめご自身で登録しておく必要があります。（対応のサービスは、インターネット
で「マイナポイント」で検索してください。）

※マイキーIDの設定は、公的認証サービス対応スマートフォンや自宅パソコンでも設定できますが、その際は、専用
アプリのインストールや、パソコンではICカードリーダライタが必要です。

マイキーIDの設定及びマイナポイントの
申し込みをお手伝いします
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